
都産技研ご利用のお客さまへ

都産技研では、外為法に定められる安全保障輸出管理に対応す
るため、機器利用事業において、ご利用のお客さまへの確認をさ
せていただくこととなりました。
ご利用のお客さまにはお手間をおかけすることとなり、大変恐

縮ではございますが、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

１．対象事業
機器利用
２．確認する内容
機器利用申込書および承諾書内で、お客様が

「特定類型に該当するか」
を確認させていただきます。

本件に関する問い合わせ先
技術振興室 相談支援係

（03-5530-2140）

特定類型該当者とは

出典：令和4年度経済産業省セミナー
「安全保障貿易管理と大学・研究機関における機微技術管理について」

「特定類型該当者」
といいます



地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター 安全保障輸出管理規程より

特定類型該当性について
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